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諮問庁：厚生労働大臣 

諮問日：令和２年３月９日（令和２年（行情）諮問第１３１号） 

答申日：令和２年１２月２８日（令和２年度（行情）答申第４２７号） 

事件名：金属製品製造業に係る労働者死傷病報告の一部開示決定に関する件 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

   「金属製品製造業における労災の原因を明らかにする資料一切（事業所

が届け出た労働災害に関する労働者死傷病報告等。統計資料「労働災害発

生状況」の基となる資料全て。特定労働基準監督署分，平成３０年発生分」

（以下「本件請求文書」という。）の開示請求につき，別表の１欄に掲げ

る文書１（以下「文書１」という。）を特定し，その一部を不開示とした

決定につき，諮問庁が同欄に掲げる文書２（以下「文書２」といい，文書

１と併せて「本件対象文書」という。）を追加して特定し，その一部を不

開示とすべきとしていることについて，審査請求人が開示すべきとし，諮

問庁がなお不開示とすべきとしている部分については，別表の３欄に掲げ

る部分を開示すべきである。 

第２ 審査請求人の主張の要旨 

１ 審査請求の趣旨 

 本件審査請求の趣旨は，行政機関の保有する情報の公開に関する法律

（以下「法」という。）３条の規定に基づく開示請求に対し，令和元年１

２月１６日付け新労発基１２１６第２号により新潟労働局長（以下「処分

庁」という。）が行った一部開示決定（以下「原処分」という。）につい

て，その取消しを求めるというものである。 

２ 審査請求の理由 

  審査請求人の主張する審査請求の理由は，審査請求書の記載によると，

おおむね以下のとおりである。 

  少なくとも「傷病名」及び「発生状況及び原因」中個人名や会社名など

を特定させる事項を除く部分については，開示により何らかの支障を生じ

させるとは思われず，開示されるべきである。 

第３ 諮問庁の説明の要旨 

１ 本件審査請求の経緯 

（１）審査請求人は，令和元年１１月２０日付け（同月２１日受付）で処分

庁に対し，法の規定に基づき本件請求文書の開示請求を行った。 

（２）これに対して処分庁が一部開示決定の原処分を行ったところ，審査請

求人はこれを不服として，令和元年１２月２５日付け（同月２７日受付）
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で本件審査請求を提起したものである。 

２ 諮問庁としての考え方 

  本件請求文書に該当する文書として，別表の１欄に掲げる文書２を新た

に特定した上で，原処分における不開示部分のうち一部を開示し，その余

の部分については，適用条項を一部追加して不開示とすることが妥当であ

るものと考える。 

３ 理由 

（１）本件対象文書の特定について 

   本件対象文書は，平成３０年に金属製品製造業の事業場から特定労働

基準監督署（以下「労働基準監督署」を「監督署」という。）に提出さ

れた労働者死傷病報告であり，具体的には，別表の１欄に掲げる以下の

２文書である。 

  ア 該当する事業場から特定監督署に提出された労働者死傷病報告（文

書１） 

  イ 労働者死傷病報告の略図欄の内容について上記アの文書に添付され

た文書（文書２） 

   なお，上記のうち，文書１は原処分において特定した文書であり，文

書２は，本件審査請求を受けて諮問庁において確認したところ，本件請

求文書に該当することから，新たに特定したものである。 

（２）労働者死傷病報告について 

   労働者死傷病報告（以下「死傷病報告」という。）は，労働安全衛生

法（昭和４７年法律第５７号）１００条１項及び労働安全衛生規則（昭

和４７年労働省令第３２号）９７条１項の規定に基づき，労働者が労働

災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷，

窒息又は急性中毒により死亡し，又は休業したとき，事業者がその事実

について，所定の様式による報告書に記入し，所轄労働基準監督署長に

提出するものである。当該監督署長は，これにより労働災害の発生状況

を把握し，必要に応じて，労働災害が発生した事業場に対して災害防止

のための監督指導等を行っている。 

（３）不開示情報該当性について（別表の２欄に掲げる部分） 

  ア 法５条１号該当性について 

    文書１⑩ないし⑰，⑲ないし㉑，㉔及び㉖には，被災労働者等の氏

名や経歴といった個人に関する情報であって特定の個人を識別するこ

とができるもの又は印影等の公にすることにより個人の財産権等の権

利利益を害するおそれがあるものが記載されている。これらの情報は，

法５条１号本文に該当し，かつ，同号ただし書イないしハのいずれに

も該当しないことから，不開示とすることが妥当である。 

  イ 法５条２号イ該当性について 
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    文書１①ないし③，⑤ないし⑨，⑳ないし㉔及び㉖並びに文書２①

には，事業場に関する情報が記載されている。 

    これらの情報のうち災害が発生した事業場を特定するものができる

ものは，これを公にすると，当該事業場において労働基準関係法令の

違反があることを推認させることにより，その信用を低下させ，取引

関係や人材の確保等の面において，競争上の地位その他正当な利益を

害するおそれがあることから，法５条２号イに該当し，不開示とする

ことが妥当である。 

    また，これらの情報のうち上記以外の情報については，事業場の内

部情報であり，公にすることにより，その安全衛生管理体制等の情報

が同業他社等に知られることで，当該事業場に対抗する措置を講ずる

ことが容易になること等により，当該事業場の事業の運営に影響を及

ぼし，その権利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあ

ることから，法５条２号イに該当し，不開示とすることが妥当である。 

   （当審査会注）理由説明書では，文書１④「構内下請事業の場合は親

事業場の名称，建設業の場合は元方事業場の名称」を法５条２号イ

に該当する部分に含めているが，当審査会において開示実施文書を

確認したところ，当該欄は原処分において開示されていることから，

本文及び別表を修正した。 

  ウ 法５条２号ロ該当性について 

    文書１⑳，㉔及び㉖には，災害発生事業場に関する情報が記載され

ている。これらの情報は，当該事業場から公にしないとの条件で任意

に提供されたものであって，通例として公にしないこととされる情報

であることから，法５条２号ロに該当し，不開示とすることが妥当で

ある。 

  エ 法５条６号イ該当性について 

    文書１の⑳，㉔及び㉖には，行政内部の意思形成過程に関する情報

が記載されている。当該情報は，特定の事業場が労働基準監督機関と

の信頼関係を前提として誠実に労働基準監督機関に対して明らかにし

た事業場の実態に関する情報であり，これが公にされた場合には，両

者の信頼関係が失われ，事業場が関係資料の資料等労働基準監督機関

に対する情報提供に一切協力的でなくなり，また，指導に対する自主

的改善意欲を低下させるとともに，労働関係法令違反の隠ぺいを行う

など，検査事務という性格をもつ監督指導に係る事務の適正な遂行に

支障を及ぼすおそれがある。このため，当該部分は，法５条６号イに

該当し，不開示とすることが妥当である。 

（４）新たに開示する部分について 

   文書１⑱，㉕及び㉗は，法５条各号に定める不開示情報に該当しない
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ことから，新たに開示することとする。 

（５）審査請求人の主張について 

   審査請求人は，審査請求書（上記第２の２）において，「少なくとも

「傷病名」及び「発生状況及び原因」中個人名や会社名を特定させる事

項を除く部分については，開示により何らかの支障を生じさせるとは思

われない」旨述べ，不開示部分の開示を求めているが，本件対象文書の

不開示情報該当性については，上記（３）のとおりであるため，審査請

求人の主張は認められない。 

４ 結論 

以上のとおり，本件審査請求については，文書１に加えて新たに文書２

を特定し，原処分における不開示部分のうち上記３（４）に掲げる部分を

新たに開示した上で，その余の部分については，適用条項として法５条２

号ロを追加して不開示を維持することが妥当であると考える。 

第４ 調査審議の経過 

   当審査会は，本件諮問事件について，以下のとおり，調査審議を行った。 

① 令和２年３月９日  諮問の受理 

② 同日        諮問庁から理由書を収受 

③ 同月１８日     審議 

④ 同年１１月２６日  本件対象文書の見分及び審議 

⑤ 同年１２月１７日  審議 

⑥ 同月２４日     審議 

第５ 審査会の判断の理由 

１ 本件開示請求について 

  本件開示請求に対し，処分庁は，文書１を特定し，その一部を法５条１

号，２号イ及び６号イに該当するとして不開示とする原処分を行ったとこ

ろ，審査請求人は原処分の取消しを求めている。 

これに対し，諮問庁は，諮問に当たり，本件請求文書に該当する文書と

して文書２を追加して特定するとともに，原処分における不開示部分の一

部を新たに開示することとするが，その余の部分については，法５条１号，

２号イ及びロ並びに６号イに該当するとして，不開示とすることが妥当と

していることから，以下，本件対象文書を見分した結果を踏まえ，諮問庁

がなお不開示とすべきとしている部分の不開示情報該当性について検討す

る。 

なお，審査請求人は，審査請求書（上記第２の２）の記載から，本件対

象文書の不開示部分のうち文書１⑯「傷病名」及び⑳「発生状況及び原因」

のうち個人名や事業場名を特定させる部分については開示を求めていない

ものと解されることから，これに該当することが明らかな以下の部分につ

いては判断しない。 
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文書１⑳「発生状況及び原因」 ２５頁の工場名及び住所 

（文書１⑯傷病名については該当部分なし） 

２ 不開示情報該当性について 

（１）開示すべき部分（別表の３欄に掲げる部分）について 

   文書１⑥「提出事業者の区分」及び⑧「労働者数」は，災害発生事業

場の派遣先又は派遣元の区分及びその労働者数であるが，特定労働基準

監督署の管轄区域には同程度の規模の多数の金属製品製造業の事業所が

集積していることを踏まえると，これを公にしても，事業場を特定され

るおそれがあるとは認められず，当該事業場に対する信用を低下させ，

取引関係や人材の確保等の面において同業他社との間で競争上の地位そ

の他正当な利益を害するおそれがあるとも認められない。 

   したがって，当該部分は，法５条２号イには該当せず，開示すべきで

ある。 

（２）その余の部分（別表の４欄に掲げる部分を除く部分）について 

ア 法５条１号該当性について 

  文書１⑩「被災労働者の氏名」，⑪「生年月日」，⑫「性別」，⑬

「職種」，⑭「経験期間」，⑮「休業見込期間又は死亡日時」，⑯

「傷病名」，⑰「傷病部位」及び⑲「被災地の場所」の各欄 

  当該部分には，死傷病報告に記録された各被災労働者に関する情報

が一体として記載されている。 

  これらの情報は，当該被災労働者に係る法５条１号本文前段に規定

する個人に関する情報であって，特定の個人を識別することができる

情報であると認められる。これらの情報は，法令の規定により又は慣

行として公にされ，又は公にすることが予定されている情報であると

認められないことから，同号ただし書イに該当せず，同号ただし書ロ

及びハに該当する事情も認められない。 

  次に，法６条２項に基づく部分開示の可否について検討すると，当

該部分のうち，文書１⑩「被災労働者の氏名」，⑪「生年月日」等の

特定の個人を識別することができる部分については，部分開示の余地

はない。その余の部分については，当該被災労働者の関係者等一定の

範囲の者にとっては，被災労働者を特定することにつながる情報であ

ると認められることから，当該被災労働者の権利利益を害するおそれ

がないとは認められず，部分開示できない。 

  したがって，当該部分は，法５条１号に該当し，不開示とすること

が妥当である。 

イ 法５条１号及び２号イ該当性について 

（ア）文書１㉑「報告書作成者職氏名」（空欄及び下記（イ）を除く。） 

   当該部分には，死傷病報告を作成した事業場職員の職氏名（署名
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を含む。）が記載されている。 

   当該部分は，法５条１号本文前段に規定する個人に関する情報で

あって，特定の個人を識別することができる情報であり，同号ただ

し書イないしハのいずれにも該当する事情は認められない。また，

法６条２項に基づく部分開示の可否について検討すると，当該部分

は，個人識別部分であることから，部分開示の余地もない。 

   したがって，当該部分は，法５条１号に該当し，同条２号イにつ

いて判断するまでもなく，不開示とすることが妥当である。 

（イ）文書１㉑「報告書作成者職氏名」（５頁，９４頁，１０３頁，１

４０頁，１６７頁及び１８０頁に限る。） 

   当該部分には，死傷病報告の作成を業として代行した者の職氏名

及び電話番号が記載されている。 

   これを公にすると，当該代行者の特定業務についての契約状況等

が明らかとなり，当該代行者の権利，競争上の地位その他正当な利

益を害するおそれがあると認められる。 

   したがって，当該部分は，法５条２号イに該当し，同条１号につ

いて判断するまでもなく，不開示とすることが妥当である。 

ウ 法５条１号，２号イ及びロ並びに６号イ該当性について 

（ア）文書１⑳「災害発生状況及び原因」（２５頁の工場名及び住所を

除く。）及び㉔「略図」 

   当該部分には，災害発生場所に係る情報が記載されており，事業

場名等が直接記載されていないとしても，災害発生事業場の特定に

つながる情報であると認められる。 

   このため，これが公になると，当該事業場の信用を低下させ，取

引関係や人材確保の面等において，同業他社との競争上の地位その

他正当な利益を害するおそれがあるとの諮問庁の説明（上記第３の

３（３）イ）は是認できる。 

   したがって，当該部分は，法５条２号イに該当し，同条１号，２

号ロ及び６号イについて判断するまでもなく，不開示とすることが

妥当である。 

（イ）文書１の㉖枠外記入部分のうち２頁，１０頁，１５頁，１９頁，

２１頁，２３頁，２６頁，２８頁，３０頁，３５頁，３７頁，３９

頁，４２頁，４４頁，６０頁，７１頁，７４頁，７５頁，７７頁，

７９頁，８１頁，８５頁，８７頁，８９頁，９１頁，９３頁，１０

２頁，１０４頁，１０８頁，１１０頁，１１２頁，１１６頁，１１

８頁，１２０頁，１２２頁，１２４頁，１２６頁，１２８頁，１３

０頁，１３６頁，１３９頁，１４１頁，１４３頁，１４５頁，１４

７頁，１５１頁，１６２頁，１６４頁，１６８頁，１７０頁，１７
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５頁，１７７頁，１７９頁，１８１頁，１８７頁及び１９２頁（１

０頁，１９頁，２６頁，４４頁，６０頁，７１頁，７９頁，８１頁，

８９頁，１１２頁，１１６頁，１２４頁，１３０頁，１３６頁，１

６４頁，１６８頁及び１７０頁については下記（ウ）に掲げる部分

を除き，３７頁については下記（エ）に掲げる部分を除く。） 

   当該部分には，死傷病報告の提出を受けて，事業場から得られた

情報や特定監督署の担当官による災害状況についての確認事項や意

見及び対応が記載されている。 

   これが公になると，労働基準監督機関が行う労災認定に関する調

査手法・内容が明らかとなり，当該事務の適正な遂行に支障を及ぼ

すおそれがあると認められる。 

   したがって，当該部分は，法５条６号イに該当し，同条１号並び

に２号イ及びロについて判断するまでもなく，不開示とすることが

妥当である。 

（ウ）文書１㉖枠外記入部分（６頁，８頁，１０頁，１２頁，１９頁，

２６頁，３３頁，４４頁，４８頁，５４頁，６０頁，６７頁，６９

頁，７１頁，７９頁，８１頁，８９頁，１００頁，１１２頁，１１

６頁，１２４頁，１３０頁，１３４頁，１３６頁，１５４頁，１６

４頁，１６６頁，１６８頁，１７０頁及び１８９頁に限る。）に記

載された死傷病報告の提出を業として代行した者についての情報 

   当該部分には，死傷病報告の提出を業として代行した者の職氏名，

住所，電話番号，資格に係る特定番号等が記載されている。 

   したがって，当該部分は，上記イ（イ）と同様の理由により，法

５条２号イに該当し，同条１号，２号ロ及び６号イについて判断す

るまでもなく，不開示とすることが妥当である。 

（エ）文書１㉖枠外記入部分の３７頁の転写部分 

   当該部分には，死傷病報告に押印された事業者職氏名の印字が転

写されており，事業場の特定につながる情報である。 

   したがって，当該部分は，上記（ア）と同様の理由により，法５

条２号イに該当し，同条１号，２号ロ及び６号イについて判断する

までもなく，不開示とすることが妥当である。 

エ 法５条２号イ該当性について 

（ア）文書１①「労働保険番号」，②「事業場の名称」，③「事業場の

所在地」，⑤「派遣労働者が被災した場合は，派遣先の事業場の名

称」，⑦「郵便番号」，⑨「発生日時」及び㉓「事業者職氏名」の

各欄（文書１㉓については下記（ウ）を除く。）並びに文書２①不

開示部分 

   当該部分の記載内容は，いずれも災害発生事業場に関する情報で
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あり，当該事業場を特定する情報又はその特定につながる情報であ

る。 

   したがって，当該部分は，上記ウ（ア）と同様の理由により，法

５条２号イに該当し，不開示とすることが妥当である。 

（イ）文書１㉒「事業者印影」 

   当該部分は，災害発生事業場又はその代表者の印影である。 

   当該印影は，当該文書が真正に作成されたことを示す認証的機能

を有するものとして，それにふさわしい形状をしているものと認め

られる。このため，これを公にすると，当該事業場の権利，競争上

の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められる。 

   したがって，当該部分は，法５条２号イに該当し，不開示とする

ことが妥当である。 

（ウ）文書１㉓「事業者職氏名」（１６頁，３４頁，８６頁，９０頁，

９２頁，９７頁，１０１頁，１０５頁，１１９頁，１２７頁，１５

９頁，１７４頁，１７８頁，１９１頁及び１９７頁）に併記された

死傷病報告の提出を業として代行した者の職氏名，住所，電話番号，

資格に係る特定番号等 

   当該部分には，死傷病報告の提出を業として代行した者の職氏名，

住所，電話番号，資格に係る特定番号等が記載されている。 

   したがって，当該部分は，上記イ（イ）と同様の理由により，法

５条２号イに該当し，不開示とすることが妥当である。 

３ 本件一部開示決定の妥当性について 

  以上のことから，本件対象文書につき，その一部を法５条１号，２号イ

及び６号イに該当するとして不開示とした決定について，諮問庁が新たに

文書２を追加して特定し，その一部を同条１号，２号イ及びロ並びに６号

イに該当するとして不開示とすべきとしていることについては，審査請求

人が開示すべきとし，諮問庁がなお不開示とすべきとしている部分のうち，

別表の３欄に掲げる部分を除く部分は，同条１号，２号イ及び６号イに該

当すると認められるので，同条２号ロについて判断するまでもなく，不開

示としたことは妥当であるが，同欄に掲げる部分は同条１号及び２号イの

いずれにも該当せず，開示すべきであると判断した。 

（第３部会） 

  委員 髙野修一，委員 久末弥生，委員 葭葉裕子 
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別表 不開示情報該当性 

１ 文書

番号及び

文書名 

２ 諮問庁がなお不開示を維持すべきとしている部分 ３ ２

欄のう

ち開示

すべき

部分 

頁 該当箇所 

法５条

各号該

当性等 

１ 死傷病

報告 

１，３，５，７，９，１１，１

４，１６，１８，２０，２２，

２５，２７，２９，３２，３

４，３６，３８，４１，４３，

４７，４９，５１，５３，５

６，５９，６４，６６，６８，

７０，７２，７４，７６，７

８，８０，８４，８６，８８，

９０，９２，９４，９７，９

９，１０１，１０３，１０５，

１０７，１０９，１１１，１１

５，１１７，１１９，１２１，

１２３，１２５，１２７，１２

９，１３３，１３５，１３８，

１４０，１４２，１４４，１４

６，１５０，１５３，１５５，

１５７，１５９，１６１，１６

３，１６５，１６７，１６９，

１７４，１７６，１７８，１８

０，１８２，１８４，１８６，

１８８，１９１，１９３，１９

５，１９７ 

① 労働保険番号 ２号イ － 

② 事業場の名称 ２号イ － 

③ 事業場の所在

地 

２号イ － 

⑦ 郵便番号 ２号イ － 

⑧ 労働者数 ２号イ 全て 

⑨ 発生日時 ２号イ － 

⑩ 被災労働者の

氏名 

１号 － 

⑪ 生年月日 １号 － 

⑫ 性別 １号 － 

⑬ 職種 １号  

⑭ 経験期間 １号  

⑮ 休業見込期間

又は死亡日時 

１号 － 

⑯ 傷病名 １号 － 

⑰ 傷病部位（１

０１頁を除く。） 

１号 － 

⑲ 被災地の場所 １号 － 

⑳ 災害発生状況

及び原因 

１号，

２号イ

及 び

ロ，６

号イ 

－ 

㉑ 報告書作成者

職氏名 

１号，

２号イ 

－ 

㉒ 事業者印影 ２号イ － 

㉓ 事業者職氏名 ２号イ － 

７４ ⑤ 派遣労働者が

被災した場合は，

派遣先の事業場の

名称 

２号イ － 

⑥ 提出事業者の

区分 

２号イ 全て 

１０１ ⑱ 傷病部位 新たに

開示 

－ 

１，３，５，７，９，１４，１ ㉔ 略図 １号， － 
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６，１８，２０，２５，２７，

３２，３４，３６，４１，４

７，４９，５１，６６，６８，

７０，７２，７４，７６，７

８，８０，８４，８６，８８，

９０，９２，９７，９９，１０

５，１０７，１０９，１１５，

１１７，１１９，１２１，１２

３，１２５，１２７，１３３，

１３８，１４０，１４２，１４

４，１５３，１５５，１５７，

１５９，１６１，１６３，１６

５，１６７，１７４，１７６，

１７８，１８０，１８２，１８

４，１８６，１９１，１９３，

１９５，１９７ 

２号イ

及 び

ロ，６

号イ 

１１，２２，２９，３８，４

３，５３，５６，９４，１０

１，１１１，１２９，１３５，

１４６，１５０，１６９，１８

８ 

㉕ 略図 新たに

開示 

－ 

２，６，８，１０，１２，１

５，１９，２１，２３，２６，

２８，３０，３３，３５，３

７，３９，４２，４４，４８，

５４，６０，６７，６９，７

１，７４，７５，７７，７９，

８１，８５，８７，８９，９

１，９３，１００，１０２，１

０４，１０８，１１０，１１

２，１１６，１１８，１２０，

１２２，１２４，１２６，１２

８，１３０，１３４，１３６，

１３９，１４１，１４３，１４

５，１４７，１５１，１５４，

１６２，１６４，１６６，１６

８，１７０，１７５，１７７，

１７９，１８１，１８７，１８

９，１９２ 

㉖ 枠外記入部分 １号，

２号イ

及 び

ロ，６

号イ 

－ 

５６ ㉗ 枠外記入部分 新たに

開示 

－ 

２ 略図に

係る添

付書類 

１３，２４，３１，４０，４

５，４６，５５，５８，６１な

いし６３，８２，８３，９６，

① 不開示部分 ２号イ － 



 

11 

 

 

１１３，１１４，１３１，１３

２，１３７，１４８，１４９，

１５２，１７１ないし１７３，

１９０ 

（当審査会注） 

１ 文書１⑯「傷病名」及び⑳「発生状況及び原因」中，個人名や事業場名を

特定させる部分については，審査請求人が開示を求めていないと解される

（本文第２の２及び第５の１なお書き）。 

２ 文書１④「構内下請事業の場合は親事業場の名称，建設業の場合は元方事

業場の名称」については，当審査会において開示実施文書を確認したところ，

原処分において開示されていたことから，上表から削除している（本文第３

の３（３）イ）。 

 


